
奈
良
県
訓
令
第
十
二
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

特
別
の
形
態
に
よ
つ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年

三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

別
表
地
域
振
興
部
南
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
の
項
中
「
地
域
振
興
部
南
部
振
興

課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
」
を
「
地
域
振
興
部
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク

振
興
室
」
に
改
め
、
同
表
国
際
観
光
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ｊ
Ａ
な
ら
け

地
域
振
興

ん
ま
ほ
ろ
ば

部
観
光
局

キ
ッ
チ
ン
内

右

同

右

同

観
光
振
興

観
光
案
内
所

課

に
勤
務
す
る

者

別
表
奈
良
県
旅
券
事
務
所
の
項
中
「
右
同
」
を
「
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
属
長
が
定
め
る
。
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週

奈
良
県
外

外
国
人
支
援

職
員
ご
と
に
四
週

間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
を
超

国
人
支
援

セ
ン
タ
ー
に

に
八
回
所
属
長
が

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
属
長
が

セ
ン
タ
ー

勤
務
す
る
者

定
め
る
日

定
め
る
。

別
表
奈
良
県
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た

り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
属
長
が
定
め
る
。
」
を
「
右
同
」
に
改

め
、
同
表
奈
良
県
景
観
・
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
奈
良
県
景
観
・
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
」
を
「



奈
良
県
景
観
・
環
境
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
景
観
・
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
に
」
を
「
景
観
・
環
境
総

合
セ
ン
タ
ー
に
」
に
改
め
、
同
表
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
の
項
中
「
観
光
駐
車
場
」
を
「
駐
車
場
」
に

改
め
る
。
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